
施設基準のお知らせ

電子的歯科診療情報連携体制整備加算
● 当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。
● マイナ保険証の利用を促進し、医療 DX を通じて質の高い医療の提供に努めています。
● 当院では、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で発行して
おります。（不要の場合はお申し出ください）

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
● 当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用しています。
● 医薬品の供給が不足した場合は説明の上、医薬品の処方等の変更に関して適切に対応いたします。

歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
● 当院では、歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、
研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に院内感染に係る院内研修等の実施をしています。

歯科外来診療医療安全対策加算１
● 偶発症に対する緊急時の対応や医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した歯科医師
が配置され、ＡＥＤやモニター、酸素などを有し、必要に応じて済生会松阪市民病院などの連携
保険医療機関と電話対応します。

歯科技工士連携加算１／歯科技工士連携加算２
● 当院では、院外の歯科技工士と連携し、精度の高い補綴物を作製する体制を整えています。
　◆ 連携歯科技工所：Advex、ARM Labo、MB

在宅医療ＤＸ情報活用加算
● 歯科医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、
計画的な医学管理下に、訪問して診療しています。

● マイナ保険証の利用を推進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んで
います。

● 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療ＤＸにかかる取組を実施しています。

在宅歯科医療情報連携加算
● 在宅での療養を行っている患者さんで通院困難な患者さんの診療情報等について、電子情報処理
組織を使用する方法（ＩＣＴ）などを常時確認し連携機関において情報共有をしています。

　◆ 提携医療機関：済生会松阪市民病院、済生会松阪総合病院、松阪中央総合病院

当院は、以下の施設基準について厚生労働省管轄の厚生局へ届出を行っております。


